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第1節　名古屋高速道路の計画

　指定都市高速道路事業を実施するに当たっては、

次の 3 種の計画を策定することが必要である。まず、

その計画の位置づけについて触れておきたい。

1．都市計画

　名古屋高速道路の都市計画は国土交通大臣の認可

を受けて愛知県知事又は名古屋市長が決定する。

　地方道路公社が建設する指定都市高速道路は、都

市計画法第18条第 1 項に基づいて都市計画に定めら

れたものである。

2．基本計画

　名古屋高速道路の整備に関する基本計画は地方道

路公社法第 5 条に基づき、定款で規定される。その

基本計画は、公社が事業主体として取り組む路線を

規定する計画で、公社の定款において指定都市高速

道路を新設して料金を徴収する路線及び管理の区間

（起終点）を定める。

　名古屋高速道路公社の基本計画については、設立

団体である愛知県と名古屋市の議会の議決、道路管

理者である愛知県と名古屋市の同意を得た後、国土

交通大臣の認可を受けて決定される。

3．整備計画

　道路整備特別措置法（特措法）に基づく整備計画

は、具体的な道路構造を検討して事業費や事業期間

等を定めるものである。

　名古屋高速道路公社が指定都市高速道路を新設・

改築して料金を徴収しようとするときは、同法第12

条第 2 項の規定に基づき、国土交通大臣に整備計画

を定めた申請書を提出し、許可を受けなければなら

ない。なお、申請に当たっては、道路管理者である

愛知県と名古屋市の議会の議決を経て同意を得なけ

ればならない（同法第16条）。

　整備計画に定める項目は以下のとおりである（同

法第12条第 3 項）。
①路線名及び新設し、又は改築する区間（特措法施行令

第 3条第 1号）

②車線数（区間により異なるときは、区間ごとに明らか

にすること）（同条第 2号）

③設計速度（区間により異なるときは、区間ごとに明ら

かにすること）（同条第 3号）

④連結位置及び連結予定施設（同条第 4号）

⑤新設又は改築に要する費用の概算額（同条第 5号）

⑥その他必要な基本的事項（同条第 6号）
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第2節　都市計画の経緯

1．構想時の道路計画
（1）　㋚（マルサ）計画の誕生

　名古屋高速道路に関する計画は、昭和36年の愛知

県と名古屋市による基礎調査から始まり、昭和44年

に愛知県土木部都市高速道路調査室において、名古

屋都市高速道路計画としてまとめられた。その概要

は、都心と市街地周辺との連絡に重点を置いたもの

であった。

　連絡道路としては、交通が集中する都心と東名高

速道路（名古屋IC方向）、一般国道41号（小牧方向）、

一般国道22号（一宮方向）、東名阪自動車道（四日

市方向）、西知多産業道路（知多方向）、名四国道（岡

崎方向）とを結ぶ 6 方向への放射道路が選定された。

　名古屋市内の自動車交通の流れは、特に南北方向

の需要が大きいため、南北に 2 路線（高速 2 ・ 3 号

線。以下計画については、その計画時の路線名で表

記）を配し、東西には 1 路線（高速 1 号線）を配し

た「サ」の字型とし、さらに南北方向 2 路線それぞ

れの連絡線として 2 分岐線を配し、都心で環状ルー

トを形成する道路網となり、名古屋第二環状自動車

道（名二環）計画とあわせて㋚（マルサ）計画と呼

ばれた。

　また、車線数については、将来の推定利用台数を

基準とするものの、将来必要と思われる延伸計画な

どを考慮して、 4 車線で交通需要を満たせる場合で

も 6 車線として立案された。市道名古屋環状線によ

って囲まれた内側は高速 1 号線の中央部及び 2 分岐

線は 4 車線、その他は 6 車線とし、市道環状線の外

側は全路線 4 車線として計画された。

（2）　 3路線3分岐線で総延長61.1kmを計画
　上記基本方針に基づき、広幅員街路の利用を原則

として路線位置を検討した結果、 3 路線と 3 分岐線

総延長61.1kmの名古屋都市高速道路計画が策定さ

れた（図1-2-1参照）。

　計画全体の概要は次のとおりである。
ア　道路の構造基準

①道路の種類　自動車専用道路

②道路の等級　道路構造令第 2種第 2級

③設計速度　　60km/h

　ただしランプウェイ　40km/h

④車線数　　　 4車線・ 6車線

⑤ 1車線幅員　3.25m

⑥曲線半径　　200m以上・特例50m以上

⑦縦断勾配　　一般 4％以下・特殊 7％以下

⑧最小視距　　75m以上

イ　ランプウェイ（出入口）

①設置は、ランプ利用交通量を定めるとともに、ランプ

を幹線街路に接続し、交通の円滑化を図るように定め

た

②型式はセンターランプを主体とし、設置位置の平均間

隔は約 3 km、都心に近い区間ではいく分短い間隔とし

た結果、オンランプ36箇所、オフランプ37箇所となっ

た

ウ　高速道路利用台数の推計

　利用台数は、昭和50年（ 3号大高線開通予定）に 8万

9,100台/日、昭和52年（ 5号万場線開通予定）に18万

4,100台/日、昭和55年（全線開通予定）に25万300台/日、

昭和60年に35万7,000台/日と推計した

エ　建設計画について

　建設期間は昭和45年度から昭和54年度までの10年間と

し、総建設費は約1,500億円と見込んだ

　以上が昭和45年 3 月に都市高速道路調査室がまと

めた計画の概要である。この計画は、名古屋高速道

路公社の発足に当たり重要な基礎資料となった。

　名古屋高速道路はこの計画に基づき、昭和45年 9

月に最初の都市計画が決定され、その後、昭和47年

9 月の第 1 回変更から数度にわたる都市計画の変更

が行われ、現在に至る。

2．公社設立時の都市計画
（1）　経　過

　名古屋市は、昭和45年 4 月、都市高速道路と関連
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街路に関する市の原案（高速 1 号線のうち鏡ヶ池線

以東の区間を除いた案）を作成し、市議会の了承を

得て、愛知県知事に提出した。

　愛知県は公聴会、関係市町の意見徴取を行い、県

の原案を作成し、愛知県都市計画地方審議会を経て

同年 9 月に建設大臣の認可を受け、都市計画を決定

した。

　高速 1 号線は、東名高速道路の名古屋ICに結ぶ

案があったが、市道名古屋環状線から名古屋IC間

約8.8kmについては計画が未調整であり、さらに検

討を重ねて計画案を決定することとした。なお、そ

の背景には、公社設立（昭和45年 9 月）以前から、

鏡ヶ池線沿線地域の高速道路建設反対組織が結成さ

れ、昭和51年の都市計画変更に至るまで約50団体、

延べ約100件の請願・陳情があったことがある。

（2）　概　要
　交通需要の見通しとしては、名古屋市内の全自動

車交通量を昭和40年起終点調査（OD調査）に基づ

いて推計すると、昭和60年には430万台/日に達する

ものと見込まれ、そのうち、市内相互交通が約 3 分

の 2 、走行距離の長い流出入交通が約 3 分の 1 を占

めると予想された。

　この見通しを踏まえ、公社設立時の都市計画では、

都市高速道路として 3 路線及び 3 分岐線を配し、そ

の交差部 8 箇所にインターチェンジを計画し、出入

路については主要街路との連絡を考慮して、入路31

箇所、出路31箇所が計画された。

図1-2-1　都市高速道路計画図
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　車線数は、昭和45年 3 月にまとめた計画どおりで、

市道名古屋環状線の内側は 1 号線中央部及び 2 分岐

線以外を 6 車線とし、他はすべて 4 車線とした。

　構造は、全線高架構造で主に既設街路上に設置し、

都心部は高架 2 層構造で 6 車線、放射部は高架 1 層

構造で 4 車線とし、高速分岐 1 号線と高速分岐 2 号

線は高架 1 層構造 2 車線の 1 方向通行、高速分岐 3

号線は高架 2 層構造 4 車線とした。

　出入路構造は、ほとんどの区間が幹線道路の中央

に造られることから、左側から出入りすると沿道の

商店などの前をふさぐことになる。そのため、主に

センターランプ型式となり、これは今日、名古屋高

速道路の特色の一つとなっている。

　当初計画の概略図及び標準断面図は、図1-2-2及

び図1-2-3のとおりである。 　なお、昭和47年 9 月には、高速 2 号線南区天白町

以南において線形及び終点位置の変更が行われた

〔第 1 回変更〕。

3．東名高速道路名古屋ICへの直結
（1）　経　過

　当初計画で保留された鏡ヶ池線以東の区間（広小

路ルート）については、昭和45年12月に名古屋市原

案の修正案が市議会で了承された後、地元調整が進

められ、昭和48年 1 月に都市計画が決定された。

　この広小路ルートに対しては、以前から、地下鉄

東山線の高架と高速道路の高架が平行することによ

って騒音等の環境負荷がさらに大きくなること、ま

た、名古屋ICからの通過交通が都心に流入し都市

部の環境が悪化するという理由により、沿線住民か

ら強い反対が示されていた。都市計画決定に至るま

での過程において、関係住民からさまざまな意見・

要望が寄せられた。さらに、名古屋市議会で 3 条件

の要望（昭和45年 5 月25日）と愛知県議会で 8 項目

の発言（昭和47年 3 月22日）があった（第 2 部第 6

章第 1 節 1 参照）。

　さらに、社会経済情勢の変化や環境問題への高ま

りもあり、昭和48年 3 月の名古屋市議会においては、

この 3 条件 8 項目の尊重が確認されるまで、公社関

図1-2-2　概略図（昭和45年9月）

図1-2-3　標準断面図（昭和45年9月）
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係の市予算の執行を一時凍結する付帯決議が行われ

た。

　これらのことが、昭和51年の大きな都市計画変更

につながっていく。

（2）　概　要
　高速 1 号線千種区千種本町 7 丁目〜千種区猪高町

（東名高速名古屋IC）について都市計画決定が行わ

れ、吹上〜四谷は半地下式構造とし、四谷から広小

路通（東山通）を通って東名高速名古屋ICに直結

する区間は、高架式構造とされた。

　変更後の都市計画概略図は、図1-2-4のとおりで

あり、また鏡ヶ池線の半地下式構造の標準断面図は、

図1-2-5のとおりである〔第 2 回変更〕。

4．第1回目の計画変更（昭和51年
11月）

（1）　経　過
　昭和48年 3 月の48年度予算の一部凍結決議の後、

同年 4 月の名古屋市長選挙により選出された本山新

市長は、昭和48年と49年の二次にわたり、学識経験

者等を都市高速道路調査専門委員に委嘱した。

　委員は都市高速道路建設の計画（昭和48年 1 月）

に対して、都市交通部門、環境対策部門及び行財政

制度部門に分けて検討を進め、昭和49年 8 月に市長

に対し報告書を提出、同年 9 月に市長は「名古屋都

市高速道路計画を総合的に見直し、建設する」旨の

見解を発表した。

　この市長見解に基づいて、名古屋市では計画変更

の具体案づくりを進め、昭和50年 5 月に「名古屋都

市高速道路検討素案」を発表した。

　その主な内容は、
①名古屋市内の昭和65年推計交通量は305万台/日とする

②都心部の高速道路網は都心ループ一方通行方式とする

③昭和60年までに高速 1号線、高速 2号線及び都心ルー

プを完成し、高速 3号線は昭和60年以降の課題とする

④都心ループは基本 3車線とする

⑤東名高速と東名阪自動車道との直結交通を排除する

⑥自動車交通の質的配分を図る

⑦高速 1号線東部のうち地下鉄 1号線と競合する部分

は、別線ルートを選定する

⑧地下方式の主体を半地下方式とする

⑨環境対策は平面部分を含めた一体的な対策を目指す

⑩現計画の見直しによる増嵩費に対処するため、財源構

成を期待する

図1-2-4　概略図（昭和48年1月）

図1-2-5　鏡ヶ池線の半地下式構造の標準断面図
（昭和48年1月）
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などである。

　愛知県は昭和50年 7 月、この考え方を基本的に了

承し、名古屋市に対して都市計画変更、財源変更及

び環境・安全対策等の検討事項を示し、早急に検討

の上「都市高速道路変更原案」を提示するよう要請

した。

　昭和51年 2 月に名古屋市がまとめた「都市高速道

路計画変更原案概要書」は同年 6 月、市議会（建設

環境部会）において、
①高速 1号線の都心部分（大須〜丸田町）約1.7㎞を連結

する

②高速 1号線（鏡池通〜高針）約3.5㎞の計画を留保する

との 2 点の修正附帯条件を付して了承された。

　名古屋市は当初案にこれらの修正を加え、昭和51

年 7 月に愛知県へ市変更原案を提出した。そして同

年10月、愛知県知事は名古屋都市高速道路の変更案

を発表し、同年11月に建設大臣の認可を得て都市計

画が決定した。

　都心ループを一方通行方式に変更し、高速 1 号線

東部の千種区鏡池通 4 丁目以東を留保し、高速分岐

2 号線及び高速 2 号線の一部に地下・半地下構造を

採用する等の変更がなされたことにより、沿線住民

の反対運動は沈静化した。

　公社は、この都市計画変更以降、再び建設促進に

向かって、住民の理解を得るように努め、路線ごと

に環境対策その他について沿線住民と折衝を行っ

た。

（2）　概　要
　名古屋市内の将来交通需要見通しとしては、パー

ソントリップ調査に基づく昭和65年推計交通量305

万台/日を用いることとした。この結果、名古屋高

速道路の利用台数は、図1-2-6のとおりとなった。

　交通量を見直したことから、車線数の基本は往復

4 車線、都心ループは一方向（右回り） 3 車線とさ

れ、利用交通台数と投資額などを勘案して、高速分

岐 1 号線を廃止し、高速分岐 2 号線、高速分岐 3 号

線、高速 2 号線及び高速 3 号線からなる都心ループ

一方通行方式とされた。

　高速 1 号線は広小路ルートから高針ルートへ変更

するが、四谷以東（千種区鏡池通〜東名高速名古屋

IC）については名二環の都市計画が決定されてい

ないこと、地下式の構造や環境等の検討がされてい

ないことから、都市計画を先送りして留保された。

　構造については、高速 2 号線及び高速 3 号線は高

架 1 層構造又は地下・半地下構造に、高速分岐 2 号

線は地下・半地下構造に、高速分岐 3 号線は高架 1

層構造に変更され、IC（JCT）は 6 箇所に、出入路

は入路23箇所、出路22箇所、計45箇所に変更された。

　都心ループ一方通行方式の採用により、都心IC

の構造が簡略化され、都市景観との調和等都市環境

の改善が図られることとなった〔第 3 回変更〕。変

更内容の概要は、次のとおりである。
①都心部はループ一方通行方式とされた

図1-2-6　都市高速道路の計画交通量
（昭和65年推定）
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②高速 1号線東部の千種区鏡池通〜東名高速名古屋ICの

ルートを廃止し、千種区鏡池通 4丁目が終点とされた

③高速 1号線ルートは千種区鏡地通〜名東区高針として

変更提案されたが、都市計画決定を留保された

④高速 2号線及び高速 3号線の片側 3車線の高架 2層式

構造が高架 1層式構造と半地下・トンネル式構造に変

更された

⑤高速分岐 1号線は、都心部ループ一方通行方式の採用

に伴い廃止された

⑥高速分岐 2号線は、高架 1層式構造から半地下・トン

ネル式構造に変更された

⑦高速分岐 3号線は、高架 2層式構造から高架 1層式構

造に変更された

　変更後の都市計画概略図及び標準断面図は、図

1-2-7及び図1-2-8のとおりである。

　また、昭和57年11月には、名二環の都市計画決定

に伴い、その路線に名古屋高速道路を接続させ、高

速 2 号線と高速 3 号線の起終点の位置を変更した

〔第 4 回変更〕。変更後の都市計画概略図は、図

1-2-9のとおりである。

5．第2回目の大きな計画変更（昭和
62年8月）

（1）　経　過
　公社は昭和52年 5 月に変更した整備計画に基づ

き、昭和62年度までに延長41.3kmを完成できるよ

う建設を進めた。しかし、国の財政事情による制約、

図1-2-7　概略図（昭和51年11月）

図1-2-8　標準断面図（昭和51年11月）

図1-2-9　概略図（昭和57年11月）
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環境問題を主とした住民運動の高まり等の厳しい社

会情勢の中で、その達成が困難となってきた。

　そこで公社は、昭和62年度以降の事業の進め方に

ついて、事業者の立場から改めて総合的、多面的な

検討を行った。その結果、
①平面街路幅員30m区間においては民地との近接施工と

なること

②久屋大通付近においては平面街路が嵩上げとなること

③工期の長期化及び事業費の増大により採算上多大な制

約を受けること

④沿線及び付近地住民への影響が多大であること

⑤道路内に収容する他の諸施設との調整等が困難である

こと

など、多くの問題が明らかになってきた。

　そのため、これらの改善を目指し、構造、施工性

等事業実施面や有料道路事業としての採算面、環境

対策等について総合的に検討を重ねた。その結果、

半地下・トンネル式構造区間について、効率的かつ

円滑な事業の推進が可能であり、また、適切な環境

対策を実施することにより、半地下・トンネル式構

造と同程度の環境保全が期待できる高架式構造への

変更が可能であるとの結論に至った。

　昭和60年10月に公社が名古屋市及び愛知県に対し

て名古屋高速道路の計画変更を依頼することから始

まった。同年11月、名古屋市長は都市高速道路調査

専門委員10名を委嘱した。その専門委員は次の 2 つ

に大別して検討を進めた。
①交通計画分野　将来の整備構想、工事の施工性、道路

空間の利用方策、採算性の検討

②環境分野　都市高速道路の環境対策、高架構造案の環

境対策、高架構造の景観

　その結果、都市高速道路の担う役割の大きさ、名

古屋市北部地域の交通混雑の早期改善及び事業の施

行による自動車交通に与える影響の軽減、公共交通

機関への配慮、工事中の周辺への影響、有料道路事

業としての採算性を確保するための事業費と償還計

画との関連などを総合的に判断し、半地下・トンネ

ル式を高架式に変更することが適当である旨の意見

が提出された。

　これを受けて昭和61年 2 月、名古屋市長は高速 2

号線、高速 3 号線及び高速分岐 2 号線の半地下・ト

ンネル構造区間を高架構造に変更する旨の見解を発

表した。次いで市長は同月に都市計画変更素案、 3

月に都市計画変更原案の概要を発表し、市議会建設

環境部会での審議や関係住民への説明会を重ねた。

5 月には市議会の了解が得られ、 8 月と 9 月に名古

屋高速道路として初めての環境影響評価に係る「公

開ヒアリング」（名古屋市要綱に基づく）を行った。

その後、名古屋市都市計画審議会の了承を経て、10

月に市長は変更案を知事に提出した。

　知事はこの変更案について公聴会、市の意見聴取

等を行った後、知事案を作成し、愛知県都市計画地

方審議会の了承を経て、建設大臣の認可を得て、昭

和62年 8 月に都市計画を変更した。

（2）　概　要
　高速 2 号線、高速 3 号線及び高速分岐 2 号線の半

地下・トンネル構造6.3㎞をすべて高架構造に変更す

るものであった。これらの区間のうち、高速 2 号線

の平面街路幅員30mの区間（北区清水 5 丁目〜東区

白壁 4 丁目）は非対称の高架 2 層構造（Y型ダブル

デッキ構造、道路幅14m、路面高は下層の下り線

14m、上層の上り線23m）、高速分岐 2 号線は高架 1

層構造（道路幅12.75m、路面高13~15m）とし、高架

下空間の確保、側方のできる限りの余裕の確保、平

面街路の修景等を考慮して環境保全の充実を図った。

　ランプ（出入口）については、黒川に集約ランプ、

東片端にオンランプ（入口）、高岳及び丸の内にオ

フランプ（出口）を設置することを定めた。なお、

高速分岐 2 号線のオンランプについては保留された

が、一般国道22号〜久屋大通の間に設置することは

決められた〔第 5 回変更〕。

　変更後のこの都市計画概略図並びに標準横断図

は、図1-2-10及び図1-2-11のとおりである。

　また、平成元年 5 月には、伊勢湾岸自動車道に係

る都市計画変更に伴い、高速 2 号線の終点の変更及
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び大高中ランプの設置が決定された〔第 6 回変更〕。

図1-2-10　概略図（昭和62年8月）

図1-2-11　標準断面図（昭和62年8月）

6．高針JCTへの接続（平成3年8月）
（1）　経　過

　高速 1 号線を名二環と接続させるために、平成 3

年 8 月に都市計画の変更を行い、高速 1 号線を名東

区猪高町高針まで延伸した。

　昭和51年11月に高速 1 号線東部区間（四谷出入口

〜高針JCT）は留保することで都市計画が変更され

ていた。その後、名二環が昭和57年11月に都市計画

決定されたことを受け、高速 1 号線東部の留保区間

（高速 1 号四谷高針線）は、平成 3 年 8 月にトンネ

ル式構造で都市計画の変更が行われた。

（2）　概　要
　高速 1 号線東部区間は、そのほとんどをトンネル

構造として、四谷出入口（千種区鏡池通 4 丁目）か

ら名二環高針JCTまで平成 3 年 8 月に都市計画が決

定され（JCT渡り線を含む）、同時に一般国道302号

の道路幅が60mから75.5mに変更された〔第 7 回変

更〕。

　この第 7 回変更後の都市計画概略図は図1-2-12で

あり、トンネル構造の標準横断図は図1-2-13のとお

りである。

図1-2-12　概略図（平成3年8月）

図1-2-13　トンネル構造の標準横断図（平成3年8月）
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7．名古屋市域外への延伸（平成6年
2月）

（1）　経　過
　中京都市圏の社会経済活動をさらに発展させるた

め、平成 6 年に高速 2 号線を小牧ICまで延伸し、名

古屋市から北方面に伸びる自動車専用道路として名

濃道路が都市計画決定された。

　一般国道41号は交通量が多いだけでなく平面交差

点も多いため、交通渋滞が甚だしく、基幹道路とし

ての機能に支障を生じていた。また、沿線には名古

屋空港のほか、名古屋市中央卸売市場北部市場、ト

ラックターミナル等の名古屋都市圏の流通基地とし

て重要な役割を担っている施設が整備され、沿道の

土地利用も急速に進んでいた。また、特に利用者が

急増していた名古屋空港へのアクセスの改善も強く

求められていた。

　このため、第11次道路整備 5 箇年計画（平成 5 年

〜 9 年度）において名濃道路は早急に整備する路

線として位置づけられ、平成 6 年 2 月に一般国道41

号上に高架構造で建設する都市計画決定が行われ

た。

（2）　概　要
　名濃道路は楠JCTから小牧ICを経て一般国道155

号に至る道路で、名二環と東名・名神高速道路を連

絡する都市高速道路である。また、大都市の都心部

を走る道路ではないため、設計速度及び道路区分は

80km/hの 2 種 1 級道路とされた。

　ランプの配置については、次の基本的な考え方に

基づき計画された。
①他の自動車専用道路との連携を図るため、小牧IC及び

楠JCTへの円滑なアクセスを確保する

②名古屋都市圏の環状道路を形成する一般国道302号、

一般国道155号バイパス（当時）及び沿線市町中心部

へのアクセス道路となる 4車線以上の主要な幹線道路

との連絡を図る

③主要な拠点施設である名古屋空港、名古屋市中央卸売

市場北部市場及びトラックターミナルへの円滑なアク

セスを確保する

　料金所については集約料金所が楠JCTではなく大

山川（豊山町）に設けられたため、楠JCTから大山

川料金所までの間に出路徴収する豊山南出口が計画

された〔第 8 回変更〕。第 8 回変更後の都市計画概

略図及び名濃道路の標準断面図は、図1-2-14、図

1-2-15のとおりである。

8．出入口の追加と線形変更（平成6
年9月）

（1）　経　過
　昭和62年 8 月の計画変更により、高速分岐 2 号線

の高架構造化に伴い高速 3 号線明道町地区の構造が

変更されたが、全体の見直しは行われなかった。

　しかし、事業化が進む中で本区間の事業の推進が

図1-2-14　概略図（平成6年2月）

図1-2-15　名濃道路の標準断面図（平成6年2月）
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急務の課題となった。そこで、平成 5 年 6 月に名古

屋市長は市議会計画建設部会においてランプの追加

や一部線形変更を行うなどの都市計画変更原案概要

を発表し、同年11月に都市計画変更原案を知事に提

出した。そして、平成 6 年 9 月には愛知県都市計画

地方審議会で変更原案が了承され、同年 9 月16日に

高速 3 号線及び高速分岐 2 号線の都市計画変更がな

された。

（2）　概　要
　高速 3 号線の明道町出入口の追加及び出入口追加

に伴う本線の線形変更が行われた。また、高速分岐

2 号線の丸の内入路（オンランプ）が追加決定され

た〔第 9 回変更〕。

9．一宮・岐阜方面への延伸（平成8
年11月）

（1）　経　過
　名岐道路は名濃道路とともに、名神高速道路など

と一体となって中京都市圏の社会経済活動の発展に

資する名古屋圏自動車専用道路網の一部として計画

された。

　一般国道22号の交通需要の増大に対処するため、

名古屋市と一宮・岐阜方面及び名神高速道路一宮

ICとを結ぶ自動車専用道路として、第11次道路整

備 5 箇年計画において名岐道路は早急に整備する路

線として位置づけられ、平成 8 年11月に、一般国道

22号上に高架構造で建設する都市計画が決定され

た。

（2）　概　要
　名岐道路は名二環清洲JCTを起点とし、一宮ICを

経て一般国道155号を終点とする道路であり、名濃

道路と同様、名古屋市郊外への交通路である。その

ため、現況及び将来の土地利用、さらには利用交通

の特性を考慮し、設計速度80km/hの第 2 種第 1 級

の道路として整備されることとなった。

　ランプの配置については、主に次の方針に基づき

計画された。
①他の自動車専用道路との連携を図るため、一宮IC及び

清洲JCTへの円滑なアクセスを確保する

②名古屋都市圏の環状道路を形成する名二環、一般国道

155号及び沿線市町中心部へのアクセス道路となる 4

車線以上の主要な幹線道路との連絡を図る

③交通需要に配慮するとともに、一般道路の交通流入に

よる負担を軽減する

　名岐道路の一宮最北部については、主に次の事項

を考慮し、都市計画決定された〔第10回変更〕。
①一般道との接続部分の出入交通量が多く、ランプ 1箇

所では処理が困難である

②オンランプを名神高速道路の交差部付近に計画すると、

一般国道22号から名神高速道路へのランプと近接し、

道路利用者の混乱を招く恐れがある。また、近接を避

けるためさらに南へ計画した場合には、名岐道路の専

用部において名神高速道路からの流入交通との錯綜が

生じる

③一宮市街地と名古屋方面を結ぶ交通は、一般国道155

号から南側に多い

④主要アクセス道路は一般国道155号と県道一宮春日井

線の 2路線である

　第10回変更後の都市計画概略図は、図1-2-16のと

おりである。

　また、平成12年 8 月に都市計画法施行令の改正が

あり、新たに都市計画に定める事項として「車線数」

が追加された。このことに伴う計画変更が行われた

〔第11回変更〕。

　さらに、同年11月に名岐道路の道路幅の変更、非

常駐車帯の設置、一宮ICの計画変更及び車線数の

追加が行われた〔第12回変更〕。
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　10．渋滞対策と出入口の追加
（1）　�星崎料金所ブースの増設（平成15年2

月）
　 3 号大高線の星崎料金所では、知多半島道路や一

般国道23号などの名古屋市南部及び南西部方面から

の車で朝夕の渋滞が発生していた。また、その後に

予定される 3 号大高線の延伸により第二東名高速道

路と名古屋高速道路とが接続し、中部国際空港の開

港、第二東名・名神高速道路の四日市〜豊田の開通

などにより、その交通量が現状より増加することが

予想され、星崎料金所の処理容量の不足が懸念され

た。

　このため、平成15年 2 月に星崎料金所を 2 レーン

拡幅（ 2 ブース増設）して、交通処理容量を高める

計画変更が行われた〔第13回変更〕。

（2）　山王JCT北渡り線の3車線化
　都心環状線の山王JCTでは、朝夕に慢性的な渋滞

が発生していた。また、 6 号清須線及び第二東名高

速道路等の整備の進捗や中部国際空港の開港等によ

る交通需要の増加に対応する必要があった。山王

JCTは東別院入路と近接しているため、また車両の

合流部で交通容量の低下が生じるという特徴もあっ

た。

　これらの改善のため、北渡り線を 2 車線から 3 車

線に拡幅する計画変更が平成16年 2 月に行われた

〔第14回変更〕。

（3）　�六番南出入口と西知多産業道路への連絡
路の追加

　中部国際空港や第二東名・名神高速道路などの広

域交通網の整備状況などを踏まえ、名古屋市の南西

部地域から南部方面への利便性を向上させることを

目的に、 4 号東海線に、一般国道 1 号の南側に六番

南出入口を、東海JCTに西知多産業道路への連絡路

を追加する計画変更が平成17年10月に行われた〔第

15回変更〕。

11．その他の都市計画変更

　市町村合併により、名岐道路に係る地名が変更と

なったことから、名岐道路に係る都市計画の変更が

平成18年11月に行われた〔第16回変更〕。また、愛

知県内の都市計画区域の再編に伴い、名古屋高速道

路のすべての路線について都市計画区域名及び路線

番号の変更が平成22年12月に行われた〔第17回変

更〕。

　リニア中央新幹線の開業に向け、名古屋駅と高速

道路とのアクセス性向上のため、新洲崎出入口及び

新黄金出入口を追加する都市計画の変更が令和 2 年

2 月に行われた〔第18回変更〕。また、都心環状線

の渋滞解消、名古屋駅へのよりスムーズなアクセス

向上、名古屋駅から中部国際空港をはじめとする南

方面へのアクセス向上及び都心部における自動車の

集中緩和を図るため、栄出入口並びに丸田町JCT西

渡り線及び南渡り線を追加する都市計画の変更が令

和 3 年 3 月に行われた〔第19回変更〕。

図1-2-16　概略図（平成8年11月）
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第3節　基本計画

1．当初の基本計画

　昭和30年代においては、名古屋市及びその周辺地

域における市街地の拡大、自動車交通需要の増大に

よる都市の環境悪化と機能低下に対処するための都

市活動を支える都市交通体系の確立、なかでも市街

地形成の骨格をなす幹線道路整備の必要性が急務だ

った。そのため、次の答申等がなされた。
①都市交通審議会名古屋圏部会における「名古屋高速道

路の必要性の答申」（昭和36年）

②名古屋都市高速道路調査連絡会における「基本計画の

作成」（同38年）

③名古屋大都市整備計画懇談会における「整備計画の基

本構想の提言」（同40年）

　これらの答申等を受け、公社設立団体（愛知県・

名古屋市）の議会での議決、道路管理者（愛知県・

名古屋市）の同意の後、当初の基本計画が昭和45年

9 月21日に建設大臣の認可を受け決定した。

　基本計画の路線網立案に当たっての基本方針は、

都心と市街地周辺との連結、すなわち、路線を都心

から主要な方向へ放射状に伸ばし名二環と結ぶこと

であった。

　この基本方針に従い、東西に 1 路線、南北に 2 路

線を配し、主要な方向への交通量に対処するととも

に、南北方向 2 路線間に連絡線を配して都心部で環

状ルートを形成し、都心部と 3 路線間の連絡を図る

ことが計画された。

2．基本計画の変遷

　当初の基本計画は、昭和45年 9 月に策定され、そ

の後 6 回の変更が行われている（表1-3-1参照。なお、

路線名称は計画時に合わせた）。

■表1-3-1　基本計画の変遷

路線 S45.9.21
（当初）

S52.3.24
（第 1 回変更）

H3.11.8
（第 2 回変更）

H6.9.14
（第 3 回変更）

H8.11.19
（第 4 回変更）

H18.6.13
（第 5 回変更）

H19.8.20
（第 6 回変更）

高速 1 号
　高速 1 号 中川区富田町

〜千種区千種本町
中川区富田町
〜千種区鏡池通

中川区島井町
〜千種区鏡池通 → → → →

　高速 １ 号四谷高針線 千種区鏡池通
〜名東区猪高町 → → → →

高速 2 号 北区楠町
〜緑区大高町

北区楠町
〜緑区大高町※

北区大我麻町
〜名東区猪高町 → → → →

高速 3 号
　高速名古屋朝日線 中村区泥江町

〜清洲町大字朝日 → 中村区名駅四丁目
〜清洲町大字朝日 → → 中村区名駅四丁目

〜清須市朝日 →

　高速名古屋新宝線 中村区泥江町
〜東海市新宝町 → 中村区名駅四丁目

〜東海市新宝町 → → → →

高速分岐 1 号 西区北駅町
〜東区長塀町 廃止 − − − − −

高速分岐 2 号 東区東片端町
〜西区隅田町

西区隅田町
〜東区東片端町

西区那古野二丁目
〜東区泉二丁目 → → → →

高速分岐 3 号 中川区松重町
〜昭和区東郊通

中川区山王三丁目
〜昭和区御器所一丁目 → → → → →

高速名古屋小牧線 − − − 北区大我麻町
〜小牧市大字村中 → → →

高速清須一宮線　
旧清洲一宮線 − − − − 清洲町大字朝日

〜一宮市緑四丁目
清須市朝日
〜一宮市緑四丁目 →（路線名変更）

合計 7 路線 6 路線 7 路線 8 路線 9 路線 → →
参考（延長） 57.5km 59.5km 63.8km 72.3km 81.2km → →

※大高地区の線形変更
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　変更の主な内容は、以下のとおりである。
ア　第 1回変更（昭和52年 3月24日認可）

①高速 1号の終点の変更（千種区千種本町を同区鏡池通

に変更）

②都心部ループ一方通行方式の採用に伴う高速分岐 1号

の廃止

イ　第 2回変更（平成 3年11月 8日認可）

　高速 1号終点（千種区鏡池通）から名東区猪高町まで

区間を延伸し、高速 1号四谷高針線として追加

ウ　第 3回変更（平成 6年 9月14日認可）

　高速名古屋小牧線の追加

エ　第 4回変更（平成 8年11月19日認可）

　高速清洲一宮線の追加

オ　第 5回変更（平成18年 6月13日認可）

　市町村合併に伴う高速名古屋朝日線及び高速清洲一宮

線の起終点の地名の変更

カ　第 6回変更（平成19年 8月20日認可）

　市の名称変更に伴い、「高速清洲一宮線」の路線名を「高

速清須一宮線」に変更

　なお、基本計画における「起点と終点」は、表

1-3-2のとおりである。

第4節　整備計画

1．当初の整備計画

　当初の整備計画は、道路管理者（愛知県・名古屋

市）の議会の議決を経て道路管理者の同意を得て、

昭和45年12月 1 日に建設大臣の許可を受けた。計画

の主な内容は、事業費（新設に要する費用の概算額）

を1,330億円、工事の着手予定年度を昭和45年度、

完成予定年度を昭和54年度とする10箇年計画で、 7

路線延長57.5kmの指定都市高速道路を建設すると

いうものであった。

　なお、この当初計画は昭和60年における利用予想

台数として、全体で 1 日35万7,000台を見込んでい

た。

　当初計画の概略図は図1-4-1、概要は表1-4-1のと

おりである。

■表1-3-2　基本計画（令和3年3月末）
路　線 起　点 終　点

高速 1 号
　高速 1 号 名古屋市中川区島井町 名古屋市千種区鏡池通
　高速 1 号四谷高針線 名古屋市千種区鏡池通 名古屋市名東区猪高町
高速 2 号 名古屋市北区大我麻町 名古屋市緑区大高町
高速 3 号
　高速名古屋朝日線 名古屋市中村区名駅四丁目 清須市朝日
　高速名古屋新宝線 名古屋市中村区名駅四丁目 東海市新宝町
高速分岐 2 号 名古屋市西区那古野二丁目 名古屋市東区泉二丁目
高速分岐 3 号 名古屋市中川区山王三丁目 名古屋市昭和区御器所一丁目
高速名古屋小牧線 名古屋市北区大我麻町 小牧市大字村中
高速清須一宮線 清須市朝日 一宮市緑四丁目

図1-4-1　概略図（昭和45年12月許可）
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2．整備計画の変遷

　当初の整備計画は昭和45年12月 1 日に建設大臣の

許可を受け、その後、次のように15回の変更許可を

行っている。なお、路線名は整備計画当時のもので

ある。

①第 1回変更（昭和52年 5月25日許可）

　高速 2 号、高速名古屋新宝線、高速名古屋朝日線、

高速分岐 2 号の構造を高架式構造から半地下・トン

ネル式構造に変更し、都心ループ一方通行方式の採

用とこれに伴う高速分岐 1 号の削除及び高速 1 号の

起点及び終点の変更（千種本町から鏡池通へ）を行

った。併せて、全体事業費を見直し、完成予定年度

を変更した。

②第 2回変更（昭和62年12月17日許可）

　高速 2 号、高速名古屋新宝線、高速名古屋朝日線

及び高速分岐 2 号の地下・半地下式構造を高架式構

造に変更し、この構造変更に伴うランプ（出入路）

の再配置による変更を行った。併せて、全体事業費

の見直し及び完成予定年度を変更した。

③第 3回変更（平成 4年 8月 5日許可）

　高速 1 号四谷高針線（四谷〜高針3.4km）の組入

れ及び高速 2 号大高中ランプの追加の変更を行っ

た。併せて、全体事業費の見直し、完成予定年度を

変更した。

④第 4回変更（平成 6年11月24日許可）

　高速名古屋小牧線（名濃道路8.2km）及び高速 2

号南部延伸区間（大高〜名四東IC0.1km）の組入れ

並びに高速分岐 2 号丸の内入路の組入れによる変更

を行った。併せて、全体事業費の見直し及び完成予

定年度を変更した。

⑤第 5回変更（平成 8年 1月10日許可）

　高速名古屋朝日線（ 3 号北部7.0km）の組入れ、

明道町JCT北渡り線の追加及び地震対策費の追加に

よる変更を行った。併せて、地震対策費の追加等に

よる全体事業費の見直し及び完成予定年度を変更し

た。

⑥第 6回変更（平成 9年 3月13日許可）

　高速清洲一宮線（名岐道路8.9km）の組入れによ

る変更を行った。併せて、小牧IC整備費及び道路

環境緊急対策費の追加による全体事業費の見直しを

行った。

⑦第 7回変更（平成10年 2月 6日許可）

　高速名古屋新宝線（ 3 号南部 12.0km）の組入れ、

山王JCT南渡り線の追加及び国幹道との連絡路の組

入れによる変更を行った。併せて、開通区間の上部

構造地震対策費等の追加による全体事業費の見直し

及び完成予定年度の変更を行った。

⑧第 8回変更（平成12年 9月25日許可）

　国幹道との連絡路（高速 1 号四谷高針線高針JCT

の南渡り線及び高速 2 号名古屋南JCTの東名阪自動

車道への渡り線）の組入れによる変更を行った。併

せて、ETC整備の組入れによる費用の追加等、全

体事業費の見直しを行った。

⑨第 9回変更（平成17年 2月 9日許可）

　建設コストの削減並びに環境対策費及び渋滞対策

費の追加等による全体事業費の見直し及び完成予定

年度の変更を行った。

　この変更は、 3 号大高線の大高出入口〜名古屋南

JCT及び 2 号東山線の四谷出入口〜高針JCTの開通

に伴う第12回料金認可（平成15年 2 月 3 日大臣認可）

に係る愛知県知事、名古屋市長及び愛知県・名古屋

市両議会などからの要望が背景となっている。

　第12回料金認可は、名古屋線普通車料金を650円

から750円に値上げするもので、 2 号東山線四谷出

入口〜高針JCTの開通（平成15年 3 月29日）後 1 年

■表1-4-1　概要（昭和45年12月許可）
路線名 新設する区間 延長（m） 車線数

愛知県道
　高速名古屋朝日線

起点 名古屋市中村区泥江町 7,600 4・5・6終点 西春日井郡清洲町大字朝日
愛知県道
　高速名古屋新宝線

起点 名古屋中村区泥江町 13,500 4・6終点 東海市新宝町
名古屋市道
　高速 1 号

起点 名古屋市中川区富田町 10,300 4・6終点 名古屋市千種区千種本町
名古屋市道
　高速 2 号

起点 名古屋市北区楠町 19,400 4・6終点 名古屋市緑区大高町
名古屋市道
　高速分岐 1 号

起点 名古屋市西区北駅 2,200 2終点 名古屋市東区長塀町
名古屋市道
　高速分岐 2 号

起点 名古屋市東区東片端町 2,200 2終点 名古屋市西区隅田町
名古屋市道
　高速分岐 3 号

起点 名古屋市中川区松重町 2,300 4終点 名古屋市昭和区東郊通
計 57,500
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間は650円に据え置くということで認可を受けてお

り、料金改定は平成16年 3 月29日に行った。

　なお、料金改定が、両議会や各党県議員団や市議

員団から、建設費及び管理費に係るコスト縮減など

の経営努力を図り料金改定をとり止めること、償還

期間を50年に延伸するよう国に働きかけることなど

の要請があった。それに対して、公社としては料金

改定は止むを得ないものであるが、経営改善には努

めることとし、平成15年12月 9 日に「経営改善計画」

を策定・公表したが、この改善計画では不十分であ

るとの意見があり、平成16年 2 月 6 日に「経営改善

計画」を改定・公表した。

　改定した経営改善計画においては、「人件費、建

設費、管理費の削減などにより、今後もより一層の

コスト削減に努める」、「現行整備計画で予定されて

いた800円（名古屋線普通車）の料金ではなく、今

回改定の750円の料金をできるだけ堅持していく方

針で取り組む」ことなどを明記した。

　さらに、同年12月 3 日には、愛知県建設部長、名

古屋市住宅都市局長及び名古屋高速道路公社理事長

の三者が名古屋高速道路の整備に係る確認書を取り

交わし、「今回の整備計画の変更においては、名古

屋高速道路公社の経営改善計画を着実に実行し40年

間で償還することとしているところであるが、今後、

交通量、金利が計画と乖離する等、償還計画に大き

な影響が出ると見込まれるときには、さらなるコス

ト縮減、合併施行等の採算性向上策を図ることによ

り、現行料金を維持しながら確実な償還を確保し、

円滑な整備を進めていく」ことを確認した。

　このようなことを踏まえ、第 9 回整備計画変更で

は、事業費を17,400億円から16,900億円に縮減する

一方、償還計画の管理費は、平成17年度には平成 8

年度比約20％の削減をすることとした。

　また、完了予定年度については、高速名古屋新宝

線の用地買収の難航などにより 5 年の遅れが生じる

ものとし、平成17年度から平成22年度に変更した。

⑩第10回変更（平成18年 2月 3日許可）

　高速名古屋新宝線南部の六番南出入口及び西知多

産業道路連絡路の追加並びに市町村合併に伴う高速

名古屋朝日線の終点及び高速清洲一宮線の起点の地

名変更を行った。

⑪第11回変更（平成22年 2月25日許可）

　一部の用地の確保が遅れていること、工事に必要

な建設資機材の調達等の諸調整に時間を要したこ

と、さらには東海道新幹線を越える箇所については、

大掛かりな工事を慎重に進めなければならないこと

等の理由から、高速名古屋新宝線の完成時期を変更

した。

　このほか、名古屋環状 2 号線西南部と高速 1 号線

との連絡路を追加する必要が生じたことによる連絡

路の組入れ、市町村合併に伴う高速清洲一宮線の路

線名及び地名等の変更を行った。

　なお、高速名古屋新宝線の完成時期の変更は 2 回

目であったことなどから、平成21年10月19日に名古

屋市緑政土木局長から名古屋高速道路公社理事長あ

て「名古屋市会土木交通委員会における要望につい

て」が送付され、「整備計画に基づいて必要な財源

を確保し、着実に事業を施行し、早期に各施設の供

用開始を図ること」「名古屋高速道路の整備に当っ

ては、地域住民に分かりやすく説明を行うこと」と

いう要請があった。

　変遷後の整備計画概要は、表1-4-2、概略図は図

1-4-2のとおりである。

■表1-4-2　整備計画の概要（平成22年2月許可）
路線名 新設する区間 延長（km）車線数

愛知県道
　高速名古屋朝日線

起点 名古屋市中村区名駅四丁目 7.6 4・5・6終点 清須市朝日
愛知県道
　高速名古屋新宝線

起点 名古屋市中村区名駅四丁目 14.3 4・6終点 東海市新宝町
名古屋市道
　高速 1 号

起点 名古屋市中村区島井町 13.5 4・6終点 名古屋市千種区鏡池通
名古屋市道
　高速 1 号四谷高針線

起点 千種区鏡池通 3.6 4終点 名東区猪高町
名古屋市道
　高速 2 号

起点 名古屋市北区楠町 20.5 4・6終点 名古屋市緑区大高町
名古屋市道
　高速分岐 2 号

起点 名古屋市西区那古野二丁目 2.2 2終点 名古屋市東区泉二丁目
名古屋市道
　高速分岐 3 号

起点 名古屋市中川区山王三丁目 2.3 4終点 名古屋市昭和区御器所一丁目
愛知県道
　高速名古屋小牧線

起点 北区大我麻町 8.2 4終点 小牧線大字村中
愛知県道
　高速名古屋清須線

起点 清須市朝日 8.9 4終点 一宮市緑四丁目
計 81.2
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　なお、平成25年 1 月15日の第12回変更では完成予

定年度が平成30年度に変更され、連結位置の地名変

更が行われた。また、平成30年 6 月19日の第13回変

更では、完成予定年度が平成32年度に変更されてい

る。

⑫第14回変更（令和 2年 7月20日許可）

　高速 1 号及び高速名古屋新宝線の新洲崎出入口の

追加、高速 1 号の新黄金出入口の追加等による全体

事業費の見直し及び完成予定年度の変更を行った。

⑬第15回変更（令和 3年 8月24日許可）

　高速 1 号の栄出入口の追加並びに丸田町JCTに高

速 2 号南行きから高速 1 号西行きへ連絡する西渡り

線及び高速 1 号東行きから高速 2 号南行きへ連絡す

る南渡り線の追加による全体事業費の見直し及び完

成予定年度の変更を行った。

　こうした整備計画の変遷をまとめると、表1-4-3

のようになる。

図1-4-2　概略図（平成22年2月許可）
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■表1-4-3　整備計画の変遷
許可年月日 S45.12.1（当初） S52.5.25（第 1 回変更） S62.12.17（第 2 回変更） H4.8.6（第 3 回変更） H6.11.24（第 4 回変更）

延長 57,870m 41,260m 41,350m 44.8km 53.1km
概算事業費 1,330億円 3,535億円 5,540億円 7,750億円 9,410億円
完成年度 昭和54年度 昭和62年度 昭和72年度 平成 9 年度 平成12年度

変更概要 −

高速 2 号、新宝線、朝日線
及び分岐 2 号の構造を地下・
半地下へ変更/都心ループ一
方通行の採用（分岐 1 号の
削除など）

高速 2 号、高速 3 号及び高
速分岐 2 号の構造を地下・
半地下から高架へ変更

高速 1 号四谷高針線組入れ/
高速 2 号大高中ランプ追加

（改良）

高速名古屋小牧線組入れ/高
速 2 号南部延伸組入れ

愛知県道
　高速名古屋朝日線

中村区泥江町
　〜清洲町大字朝日

中村区泥江町
　〜西区隅田町

中村区名駅四丁目
　〜区那古野二丁目 → →

7,570m 630m → 0.6km →

名古屋県道
　高速名古屋新宝線

中村区泥江町
　〜東海市新宝町

中村区泥江町
　〜中川区山王三丁目

中村区名駅四丁目
　〜中川区山王三丁目 → →

13,540m 2,240m → 2.3km →

名古屋市道
　高速 1 号

中川区富田町
　〜千種区千種本町

中川区富田町
　〜千種区鏡池通

中川区島井町
　〜千種区鏡池通 → →

10,340m 13,500m → 13.5km

名古屋市道
　高速 1 号四谷高針線 − − −

千種区鏡池通
　〜名東区牧の原二丁目 →

3.4km →

名古屋市道
　高速 2 号

北区楠町
　〜緑区大高町 → 北区大我麻町

　〜緑区大高町 →
→

19,730m 20,400m 20,480m 20.5km

名古屋市道
　高速分岐 1 号

西区北駅町
　〜東区長塀町 − − − −

2,200m

名古屋市道
　高速分岐 2 号

東区東片端町
　〜西区隅田町

西区隅田町
　〜東区東片端町

西区那古野二丁目
　〜東区泉二丁目 → →

2,200m → 2,210m 2.2km →

名古屋市道
　高速分岐 3 号

中川区松重町
　〜昭和区東郊通

中川区山王三丁目
　〜昭和区御器所一丁目 → → →

2,290m → → 2.3km →

愛知県道
　高速名古屋小牧線 − − − −

北区大我麻町
　〜小牧市大字村中

8.2km

愛知県道
　高速清須一宮線 − − − − −

議会の議決
県 S45.10.13 S52.3.11 − − H6.10.13
市 S45.9.30 S52.3.9 S62.10.7 H3.12.4 H6.9.30

道路管理者の同意
県 S45.10.14 S52.3.12 − − H6.10.14
市 S45.10.14 S52.3.12 S62.10.9 H3.12.11 H6.10.14
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許可年月日 H8.1.10（第 5 回変更） H9.3.13（第 6 回変更） H10.2.6（第 7 回変更） H12.9.25（第 8 回変更） H17.2.8（第 9 回変更） H18.2.3（第10回変更）
延長 60.1km 69km 81.2km → → →

概算事業費 113,000億円 13,120億円 16,200億円 17,400億円 16,900億円 →
完成年度 平成16年度 → 平成17年度 → 平成22年度 →

変更概要 高速名古屋朝日線（ 3 号
北部）組入れ/地震対策費

高速清洲一宮線（名岐道
路）組入れ

高速名古屋新宝線（ 3 号
南部）組入れ/国幹道との
連絡路組入れ

国幹道との連絡組入れ/
ETC整備組入れ 建設コストの削減

連絡位置及び連結予定施
設の変更（六番町ランプ、
西知多産業道路連絡路の
追加）

愛知県道
　高速名古屋朝日線

中村区名駅四丁目
　〜清洲町大字朝日 → → → → 中村区名駅四丁目

　〜清須市朝日
7.6km → → → → →

名古屋県道
　高速名古屋新宝線

→ → 中村区名駅四丁目
　〜東海市新宝町 → → →

→ → 14.3km → → →

名古屋市道
　高速 1 号

→ → → → → →

名古屋市道
　高速 1 号四谷高針線

→ → 千種区名駅四丁目
　〜名東区猪高町 → → →

→ → 3.6km → → →

名古屋市道
　高速 2 号

→ → → → → →

名古屋市道
　高速分岐 1 号 − − − − − −

名古屋市道
　高速分岐 2 号

→ → → → → →

→ → → → → →

名古屋市道
　高速分岐 3 号

→ → → → → →

→ → → → → →

愛知県道
　高速名古屋小牧線

→ → → → → →

→ → → → → →

愛知県道
　高速清須一宮線 −

清洲町大字朝日
　〜一宮緑四丁目 → → → 清須市朝日

　〜一宮市緑四丁目
8.9km → → → →

議会の議決
県 H7.10.13 H8.12.17 H9.10.9 H12.7.17 H16.10.7 H17.12.16
市 H7.10.6 H8.12.6 H9.10.3 H12.7.17 H16.10.7 H17.12.16

道路管理者の同意
県 H7.10.17 H8.12.18 H9.10.15 H12.7.18 H16.10.13 H17.12.21
市 H7.10.18 H8.12.18 H9.10.16 H12.7.18 H16.11.1 H17.12.22

許可年月日 H22.2.25（第11回変更） H25.1.15（第12回変更） H30.6.19（第13回変更） R2.7.20（第14回変更） R3.8.24（第15回変更）
延長 → → → → →

概算事業費 → → → 17,470億円 18,070億円
完成年度 平成25年度 平成30年度 平成32年度 令和 9 年度 令和10年度

変更概要 名古屋西JCT連絡路組入
れ/路線名、地名の変更

完成予定年度変更
連結位置の地名変更 完成予定年度変更

完成予定年度変更
新設ランプの追加（新洲
崎ランプ、新黄金ランプ）

完成予定年度変更
新設ランプ及び渡り線の
追加（栄ランプ、丸田町
JCT西渡り線・南渡り線）

愛知県道
　高速名古屋朝日線

→ → → → →

→ → → → →

名古屋県道
　高速名古屋新宝線

→ → → → →

→ → → → →

名古屋市道
　高速 1 号

→ → → → →

名古屋市道
　高速 1 号四谷高針線

→ → → → →

→ → → → →

名古屋市道
　高速 2 号

→ → → → →

名古屋市道
　高速分岐 1 号 − − − − −

名古屋市道
　高速分岐 2 号

→ → → → →

→ → → → →

名古屋市道
　高速分岐 3 号

→ → → → →

→ → → → →

愛知県道
　高速名古屋小牧線

→ → → → →

→ → → → →
愛知県道
　高速清須一宮線

→ → → → →
→ → → → →

議会の議決
県 H21.10.14 H24.12.20 H30.3.26 R2.7.6 R3.7.6
市 H21.10.14 H24.12.10 H30.3.7 R2.7.6 R3.7.6

道路管理者の同意
県 H21.10.15 H24.12.20 H30.3.30 R2.7.8 R3.7.8
市 H21.10.19 H24.12.17 H30.3.30 R2.7.8 R3.7.8
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第5節　名古屋高速道路の道路区分等

1．2道路区分等

　名古屋高速道路は名古屋都市圏の幹線路線を構成

する自動車専用道路であり、名二環内側の都市部の

路線（名古屋線）は道路構造令第 2 種第 2 級の道路

として、また名二環外側の都市周辺部の路線（尾北

線）は同令第 2 種第 1 級の道路として、道路区分、

設計速度、車線幅員等が定められている。

　路線別の道路区分等は表1-5-1に示すとおりであ

る。

2．断面形状

　名古屋高速道路の構造は整備計画延長81.2kmの

うち74.9km（約92％）が高架式構造となっており、

6.3km（約 8 ％）が半地下・トンネル式構造となっ

ている。

　路線形態別の道路の断面形状等は、次のとおりで

ある。

（1）　道路の断面形状
1 ）　名古屋線（ 2種 2級道路）

　名古屋線の道路の断面形状は、図1-5-1 〜 7に示

すとおりである。

■表1-5-1　名古屋線・尾北線の道路区分等

路　線 名古屋線
（都心環状線等）

尾北線
（一宮線・小牧線）

道路区分 道路構造令第 2 種第 2 級 道路構造令第 2 種第 1 級

設計速度 60km/h（ただし半地下・
トンネル区間は50km/h）80km/h

車線幅員 3.25m 3.5m
中央帯幅員 2.0m 2.25m

路肩幅員
左側 1.75m
右側 0.75m
（ただし都心環状線は両
側ともに1.25m）

左側 1.75m
右側 0.75m

車線数
往復 4 車線
（ただし都心環状線は基
本 3 車線）

往復 4 車線

図1-5-1　 2方向4車線（放射路線、上下線一体区間）

図1-5-2　 1方向2車線
（放射路線、上下線分離区間の片側断面）

図1-5-3　 1方向3車線（都心環状線）

図1-5-4　 1方向4車線（都心環状線）

図1-5-5　 2方向4車線
（2号東山線の半地下式区間の掘割構造）
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2 ）　尾北線（ 2種 1級道路）

　尾北線の道路の断面形状は、図1-5-8 〜 9のとお

りである。

（2）　防護柵の断面形状
　名古屋高速道路は半地下・トンネル式構造区間を

除く名古屋線（第 2 種 2 級）と尾北線（第 2 種 1 級）

の全線が高架式構造になっており、道路附属施設で

ある防護柵も道路と一体となる構造となっている。

　防護柵の断面形状は図1-5-10のとおりである。

3．基準・要領等

　公社では道路構造令及び同令第35条の規定に基づ

く道路橋示方書（国土交通省令）に定める基準を基

本に、首都・阪神高速道路公団等の技術基準・要領

等も参考にしつつ、さらに都市環境との調和や地域

の特性にも配慮しながら、名古屋高速道路の道路構

造物及び道路附属施設物の技術基準・要領等を定め、

これらに基づき都市高速道路の建設を進めてきた。

　道路構造物及び道路附属施設の設計に関する主な

技術基準等は、表1-5-2と表1-5-3に示すとおりであ

る。

図1-5-6　 2方向4車線
（2号東山線の半地下式区間の構造）

図1-5-7　 1方向2車線
（2号東山線のトンネル式構造区間の片側断面）

監査路 路肩 路肩

側帯 側帯

車道

図1-5-8　 2方向4車線（16号一宮線の上下線一体区間）

車 道 車 道

分離帯

中央帯路肩 路肩

側帯側帯 側帯側帯

図1-5-9　 1方向2車線
（11号小牧線の上下線分離区間の片側断面）

車  道路肩 路肩

側帯 側帯

図1-5-10　防護柵の断面形状（高架式構造区間）
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第6節　名古屋高速道路の整備効果

　名古屋高速道路は、名古屋都市圏における自動車

交通の円滑化を図り、住民の福祉の増進と産業経済

の発展に寄与することを目的に整備されるものであ

る。完成後は都市交通の円滑化とともに、環境の改

善や交通事故の減少などのさまざまな効果が期待さ

れる。開通区間が増えるとともに交通量も飛躍的に

増加し、整備の効果も大きくなってきた。

　名古屋高速道路の整備効果を一般道路と比較して

説明すると、以下のとおりとなる。なお、比較の前

提として一般道路の速度を、名古屋市内の朝夕の混

雑時の速度約20㎞ /h（平成17年度道路交通センサ

ス）とし、名古屋高速道路の速度を規制速度の60㎞

/hとしている。

1．走行時間の短縮

　名古屋高速道路の平均利用距離12.6kmを走行し

た場合、一般道路より名古屋高速道路を利用したほ

うが25.2分短縮される（図1-6-1参照）。

　この25.2分を金額に換算すると、普通車 1 台当た

り997円（39.60円×25.2分）の便益、大型車 1 台当

たり1,712円（67.95円×25.2分）の便益となる（表

1-6-1参照）。

■表1-5-2　道路構造物に係る主な基準・要領等
名　称 制定年月

非常駐車帯設計基準 昭和47.6
排水構造物設置基準 昭和48.2
設計要領集 昭和48.8
鋼桁用すべり支承標準図形集 昭和48.8
高欄及びバリアー式中央分離帯設計要領 昭和48.12
基本設計要領 昭和49.4
下部構造設計基準 昭和49.4
PC構造物設計基準 昭和49.4
名古屋高速道路幾何構造基準 昭和49.9
区画線等設置基準 昭和49.9
防音塀設置基準 昭和49.12
桁端補強構造等設置要領 昭和50.4
防音塀設置要領 昭和50.4
標識等付属施設標準図集 昭和51.3
舗装設計基準 昭和51.4
鋼構造物設計基準 昭和51.6
塗装設計施工基準 昭和51.8
標識設置基準 昭和53.2
溶融亜鉛メッキ設計施工基準 昭和53.12
名古屋高速道路の路線呼称等について基本方針及び呼称について 昭和53.12
コンクリート構造物設計基準 昭和58.3
仮説構造物設計基準 昭和58.3
線形計算要領 昭和59.4
距離標準設置基準 昭和59.10
鋼構造物標準図表 昭和59.10
遮音壁標準図表 昭和60.10 
鋼構造物製作基準 昭和62.4
コンクリート構造物標準図表 昭和62.5
鋼桁用支承標準設計図集 昭和62.12
高速道路に設置する落下物防止施設設置要領 平成元.4
鋼製橋脚直接定着方式の設計指針 平成2.3
トンネル設計要領 平成4.3
高速 1 号半地下構造物設計要領 平成4.9
標識構造物設計基準及び標識等附属施設標準図表 平成7.4
非常口設置要領 平成10.3
標識表示例集 平成10.3
耐震設計基準 平成10.4
ゴム支承設計基準 平成10.4
鋼製橋脚の耐震設計マニュアル 平成10.11
半地下・地下区間における標識設置要領 平成11.4
排水性舗装設計施工基準 平成11.4
名古屋高速道路非線形動的解析実施要領 平成12.2
鋼構造物架設設計要領 平成13.4
耐震設計基準 平成15.10
合成床版設計・施工要領 平成15.10
高強度鉄筋コンクリート橋脚柱部設計要領 平成16.4
高塗着スプレー塗装設計施工要領 平成17.7
銅少数主桁橋設計要領 平成18.4

■表1-5-3　道路附属施設に係る主な基準・要領等
名　称 制定年月

道路照明設置基準 昭和47.7
名古屋高速道路料金収受施設の一般技術基準 昭和49.9
軸重計及び排出口設置基準 昭和58.3
カーブ誘導灯設置基準 昭和58.12
電気通信設備設計要領 昭和58.12
トンネル非常用施設及び換気設備設計指針 平成3.6
東山トンネル防災運用指針 平成14.4

図1-6-1　時間短縮

25.2分短縮

37.8分

12.6分



140

◆第2部

2．走行経費の節約

　名古屋高速道路の平均利用距離12.6kmを走行す

ると、走行経費が普通車で179円（（22.68円−8.42円）

×12.6km）、大型車で256円（（42.06円−21.70円）×

12.6km）節約される（表1-6-2、図1-6-2参照）。

3．交通事故の減少

　平成27年の死傷事故率は、一般道路では147.8件/

億台km、名古屋高速道路では7.2件/億台kmとなり、

一般道路に比べ約20分の 1 となっている（図1-6-3

参照）。

4．高速利用による環境の改善

　名古屋高速道路の規制速度は60km/hとなってお

り、大気汚染物質の排出量は、走行速度60km/h程

度で最も少なくなる。

　また、令和元年度の名古屋高速道路の利用台数は、

平均33万9,373台/日、大型車混入率は13.6％（平成

27年道路交通センサス）、平均利用距離は12.6㎞（令

和元年度ETC車平均）となっている。

　これらを基に、名古屋高速道路の利用による二酸

化炭素（CO 2 ）、窒素酸化物（NOx）及び浮遊粒子

状物質（SPM）の各排出量を、「客観的評価指標の

定量的評価指標の算出手法（案）」（平成15年 8 月　

国土交通省）により算出し、一般道路を利用した場

合の同算出排出量と比較してみると次のようにな

る。

ア　二酸化炭素（CO2）

　名古屋高速道路の利用により、 1 日当たりの二酸

化炭素（CO 2 ）排出量が約488t削減される。この削

減量を年間に換算すると、セントレア36個分の植林

面積のCO 2 吸収量に相当する。

イ　窒素酸化物（NOx）

　名古屋高速道路の利用により、 1 日当たり窒素酸

化物（NOx）の排出量が2.1t削減される。この削減

量を年間に換算すると、大型観光バス約 3 万6,000

台の排出量に相当する。

ウ　浮遊粒子状物質（SPM）

　名古屋高速道路の利用により、 1 日当たりの浮遊

粒子状物質（SPM）排出量が約0.2t削減される。こ

の削減量を年間に換算すると、500mlペットボトル

約73万本に相当する。

5．移動圏の拡大

　名古屋高速道路の利用により、同じ時間で移動で

きる範囲が拡大する。また、名古屋高速道路と名二

環などの高速道路を併せて利用することにより、同

じ時間で移動できる範囲がさらに広がる。

■表1-6-1　時間価値原単位
普通車（乗用車） 39.60円/分・台
大型車（普通貨物車） 67.95円/分・台

　資料：費用便益分析マニュアル（H30.2 国土交通省）

■表1-6-2　走行経費原単位
一般道路（市街地）

20.0km/h
高速・地域高規格道路

60.0km/h
普通車（乗用車） 22.68円/台・km 8.42円/台・km
大型車（普通貨物車） 42.06円/台・km 21.70円/台・km
　資料：費用便益分析マニュアル（H30.2 国土交通省）

図1-6-2　走行経費

179円節約
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256円節約

529円

273円

図1-6-3　死傷事故率
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◆第1章　名古屋高速道路の計画と整備効果

　具体的には、名古屋駅から 1 時間以内で移動でき

る圏域は、名古屋高速道路開通前の昭和53年には約

20kmであったが、令和 2 年には60kmを超え、移動

圏面積で見ると1,700km2 から 1 万900km2 、約6.4倍

に広がった。

　なお、詳細は第 1 部第 1 章をご参照いただきたい。
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◆50年史発刊に寄せて

　私は、2006年 3 月に愛知県副知事を退任して、同年10月に公社の理事長に就任し、 4 年後の10年10月
に退任の予定であった。しかし、後任に擬せられていた名古屋市の前副市長が就任できないことになっ
たため、12年 3 月まで続投することになった。そうした経緯から、私の在任期間は 5 年半という変則的
なものになった。
　さて、その頃の社会経済情勢で特徴的なことはというと、経済活動の分野にあっては競争原理の徹底
が叫ばれ、政治の分野にあっては地方自治体の首長を中心にポピュリズムが蔓延していたことである。
そうした情勢は、公社にも様々の難題を突きつけることになった。
　最初に槍玉に挙げられたのは、名古屋高速道路の料金収受業務を、契約の相手方を随意に選択する随
意契約によって数社に委託していたことで、それを競争入札にすべきということであった。しかし、そ
うした長期で継続的な業務にあっては、発注側と受注側との間に常日頃の信頼関係が欠かせないことか
ら、競争入札には馴染まないのではないかと考えていた。しかし、随意契約か競争入札かといった議論
には、どうしても水掛け論的な面があり、競争入札論を論破するには至らなかった。因みに、中日本高
速道路にあっては、料金収受業務を子会社に委託しており、そうした問題をうまくクリアしている。さ
りとて、公社は子会社を持つわけにはいかないしと、残念に思ったりした次第である。ともあれ、公社
にあっては、競争入札論に抗することができないままに、その導入に向けて、担当の役職員が苦心惨憺
することになり、その姿を見て辛い想いをしたことが想起される。
　その後も、公社が当初から名古屋高速道路協会に随意契約で委託している交通管理業務や保全業務な
どが俎上に上がり、担当職員が、どのようにして随意契約な要素を取り入れていくのかについて腐心し
ている情況を仄聞して、心が痛んだことを覚えている。
　そうした一方で、知事や名古屋市長などで構成される公社の運営会議で、新たに就任した市長が公社
の役員の給与の一層の引下げを強く求めた。それに対して、国のOBである役員が、公社の独自性を主張
するなどして反論した。しかし、擁護する意見もなく、気まずい雰囲気に終始したことが思い出される。
　ここで、当時立案された環状線の 8 の字構想について触れておきたい。この構想は、環状線と、それ
を東西に横断している東山線の環状線内の部分とを、連絡路によって結ぶことにより、楕円での大回り
に加えて、新たに二つの円での小回りを実現しようとするものであった。因みに、環状線は楕円で時計
回りの一方通行であることから、それを利用する場合には、余計に走行しなければならないケースが多
いのは、当然である。中でも、東山線と万場線から環状線を経て他の路線に進み、また戻ってくるとす
ると、他の路線からの場合に比べて、ほぼ倍を余計に走行しなければならない。ところが、 8 の字型が
実現すれば、それがほぼ半減できるというわけだ。また、その頃は、環状線は慢性的に渋滞が発生して
おり、それの改善も期待できるということであった。この構想は公社の運営会議に諮られたが、知事や
市長は一様にややこしい話だなあといった顔付きで、残念ながら沙汰止みになった。仮に環状線の規模
が倍とかであったなら、実現に向かったかもしれないし、いや、当初から 8 の字で建設されていたかも
しれないと思ったりする次第である。
　最後に、公社を支えていた生き抜きの職員達は、優秀かつ勤勉であった。しかも、性格の良い人が多
くて、お陰で楽しく有意義に公社時代を過ごすことができた。心からお礼を申し上げたい。

50年史発刊に寄せて

（平成18年10月 9日～ 24年 3月31日在任）
元理事長 森　　德　夫


